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一
．
は
じ
め
に

　

俳
諧
中
興
期
と
し
て
知
ら
れ
る
安
永
期
は
、
様
々
な
芭
蕉
伝
記
が
語
ら

れ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。こ
の
時
期
に
語
ら
れ
始
め
た
芭
蕉
伝
記
の
中
で
、

未
だ
に
注
目
す
ら
さ
れ
て
い
な
い
の
が
、「
江
戸
下
向
直
後
の
芭
蕉
は
、

駿
河
台
に
あ
る
中
坊
家
の
屋
敷
内
の
蔵
に
住
ん
で
い
た
」
と
い
う
、
い
わ

ゆ
る
芭
蕉
蔵
に
関
す
る
伝
承
で
あ
る
。
こ
の
伝
承
が
、
芭
蕉
蔵
の
管
理
者

で
あ
る
中
坊
家
当
主
、
旭
和
の
追
悼
句
集
と
し
て
出
版
さ
れ
た
『
は
せ
を

く
ら
』
に
端
を
発
す
る
こ
と
は
、
拙
稿
「
版
本
『
は
せ
を
く
ら
』
翻
刻
と

解
題
―
芭
蕉
蔵
伝
承
の
始
ま
り
―（

1
（

」
で
述
べ
た
。『
は
せ
を
く
ら
』
の
翻

刻
と
解
題
に
つ
い
て
も
同
論
文
中
で
行
っ
た
が
、
芭
蕉
蔵
伝
承
そ
の
も
の

に
つ
い
て
の
検
討
は
、
紙
幅
の
都
合
上
十
分
に
行
え
な
か
っ
た
。

　

芭
蕉
蔵
伝
承
が
注
目
さ
れ
て
い
な
い
一
因
は
、
現
在
で
は
そ
の
真
偽
を

確
定
す
る
こ
と
が
非
常
に
難
し
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
伝
承
が
ど

の
よ
う
に
語
ら
れ
、
な
ぜ
興
味
を
持
た
れ
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
中

興
期
以
降
の
芭
蕉
に
対
す
る
関
心
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
知
る

た
め
、ま
た
、芭
蕉
顕
彰
の
実
態
を
知
る
た
め
、必
要
な
過
程
と
言
え
よ
う
。

　

そ
こ
で
、
当
稿
で
は
芭
蕉
蔵
伝
承
の
主
立
っ
た
内
容
を
検
討
す
る
こ
と

で
、
こ
れ
が
あ
り
得
な
い
伝
承
で
は
な
い
こ
と
を
立
証
し
た
い
。

　

具
体
的
に
は
、
ま
ず
芭
蕉
蔵
伝
承
の
代
表
格
と
言
え
る
、
大
田
南
畝
の

随
筆
『
一
話
一
言
』
中
の
記
事
、「
は
せ
を
く
ら
」
項
の
内
容
を
検
討
す
る
。

そ
の
後
、
芭
蕉
蔵
伝
承
に
深
く
関
わ
る
中
坊
家
と
、
藤
堂
家
の
関
係
を
述

べ
る
こ
と
で
、
芭
蕉
が
実
際
に
芭
蕉
蔵
に
住
み
得
た
の
か
ど
う
か
、
検
討

す
る
こ
と
と
す
る
。

芭
蕉
蔵
伝
承
試
論

―
中
坊
家
と
芭
蕉
―

三　

原　

尚　

子
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二
．
大
田
南
畝
『
一
話
一
言
』「
は
せ
を
く
ら
」
項

芭
蕉
蔵
伝
承
に
つ
い
て
の
唯
一
か
つ
詳
細
な
先
行
研
究
は
、
阿
部
喜
三

男
氏
の
「
芭
蕉
倉マ

マ

考
―
明
大
内
に
俳
聖
芭
蕉
が
住
ま
っ
た
こ
と
―（

2
（

」
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
昭
和
三
十
年
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
当
時
は

『
は
せ
を
く
ら
』
の
現
存
そ
の
も
の
が
確
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の

た
め
阿
部
氏
は
、
大
田
南
畝
の
随
筆
で
あ
る
『
一
話
一
言
』
中
の
「
は
せ

を
く
ら
」
項（

3
（

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
透
写
に
よ
っ
て
『
は
せ
を
く
ら
』
の
一

部
を
確
認
し
、
検
討
の
材
料
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
確
認
で

き
た
の
は
あ
く
ま
で
一
部
で
あ
り
、
ま
た
、『
一
話
一
言
』「
は
せ
を
く
ら
」

項
の
内
容
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
検
討
せ
ず
、
他
の
資
料
と
の
整
合
性
を
検

討
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
議
論
の
材
料
が
不
十
分
で
あ
っ

た
た
め
、
現
在
の
私
た
ち
の
視
点
か
ら
見
る
と
議
論
し
尽
く
せ
て
い
な
い

点
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、改
め
て
版
本
『
は
せ
を
く
ら
』
や
、

『
一
話
一
言
』「
は
せ
を
く
ら
」
項
に
つ
い
て
見
直
し
た
上
で
、
芭
蕉
蔵
伝

承
を
考
え
る
必
要
性
が
あ
る
。

　

先
述
の
通
り
、版
本
『
は
せ
を
く
ら
』
に
つ
い
て
は
拙
稿
で
述
べ
た
が
、

今
回
の
考
察
に
も
必
要
な
の
で
、
要
点
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
。『
は

せ
を
く
ら
』
は
、
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
刊
の
半
紙
本
で
、
全
七
丁
の

小
冊
で
あ
る
。
こ
れ
は
芭
蕉
蔵
を
管
理
し
て
い
た
旭
和
の
三
回
忌
追
悼
句

集
で
あ
り
、
編
者
は
息
子
楼
汕
で
あ
る
。
旭
和
は
幕
府
直
属
の
旗
本
、
中

坊
秀ひ

で
み
ち亨

（
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
～
安
永
五
年
（
一
七
七
六
））
で
、

楼
汕
は
中
坊
家
か
ら
森
家
に
養
子
に
入
っ
た
、
森
喜
右
衛
門
こ
と
中
坊

頼よ
り
た
け垣

（
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
～
？
）
で
あ
る
。
彼
ら
は
と
も
に
楼
川

の
弟
子
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
、『
は
せ
を
く
ら
』
に
は
楼
川
一
門
の
人
々

が
多
数
入
集
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
一
方
で
、
芭
蕉
蔵
が
あ
っ
た
駿
河

台
周
辺
に
住
ん
で
い
た
人
々
も
一
定
数
入
集
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
内
輪
向
け
の
句
集
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
ま
た
、
現
存
す
る
『
は
せ
を
く
ら
』
が
非
常
に
少
な
い
こ
と
か
ら
、

こ
の
『
は
せ
を
く
ら
』
は
さ
ほ
ど
印
刷
部
数
が
多
く
な
か
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。
そ
の
た
め
芭
蕉
蔵
伝
承
の
中
で
す
ら
、『
は
せ
を
く
ら
』
の
内
容

が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

そ
の
中
で
『
一
話
一
言
』「
は
せ
を
く
ら
」
項
は
、『
は
せ
を
く
ら
』
だ

け
で
は
な
く
実
際
の
芭
蕉
蔵
を
見
た
上
で
書
か
れ
て
い
る
。そ
の
た
め
か
、

他
の
出
典
に
書
か
れ
て
い
な
い
事
項
も
多
い
。
そ
こ
で
、ま
ず
は
こ
の「
は

せ
を
く
ら
」
項
を
取
り
上
げ
て
、
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

ま
ず
、『
大
田
南
畝
全
集
』に
よ
り
当
該
項
の
全
文
を
掲
載
す
る
。
な
お
、

引
用
に
あ
た
り
、
割
注
は
本
文
と
同
じ
形
式
に
改
め
た
。

　
権
俳
友
権
田
某
な
る
者
、
さ
い
つ
年
雑
談
の
あ
ま
り
に
、
此
す
る
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が
台
中
坊
某
君
の
藩
に
、
元
禄
の
昔
は
せ
を
の
翁
伊
賀
よ
り
初
て
大

江
戸
へ
来
り
給
ひ
、
居
を
卜
し
蔵
あ
り
と
言
し
に
、
権
も
其
頃
は
世

の
た
つ
き
ひ
ま
な
く
心
に
も
と
め
ざ
り
し
に
、
去
年
霜
月
の
頃
た
ま

〳
〵
浅
草
へ
ま
か
り
し
に
、
古
本
屋
に
て
此
は
せ
を
く
ら
の
本
を
も

と
め
閲
す
れ
ば
、
彼
権
田
氏
の
言
ひ
し
と
実
に
符
合
せ
り
。

　

此
辰
四
月
廿
七
日
も
の
へ
ま
か
り
け
る
に
、
ふ
と
思
ひ
出
し
て
中

坊
公
の
や
し
き
へ
立
寄
、
旧
相
識
服
部
仁
左
衛
門
央
勝
に
た
い
め
し

折
か
ら
、
此
は
せ
を
く
ら
の
事
を
問
へ
ば
、
仁
左
衛
門
言
ひ
け
る
は
、

此
三
月
頃
よ
り
は
せ
を
く
ら
修
理
に
か
ゝ
り
、昔
の
ご
と
く
立
か
へ
、

今
大
か
た
作
事
出
来
て
と
言
し
に
よ
て
、
そ
の
み
く
ら
を
見
た
し
と

乞
へ
ば
、
服
部
氏
自
案
内
し
て
見
せ
け
り
。
蔵
は
長
サ
五
間
二
間
斗

の
あ
し
た
か
蔵
な
り
。今
大
工
た
ち
こ
ゝ
か
し
こ
を
こ
し
ら
へ
居
て
、

い
ま
だ
土
を
ば
ぬ
ら
で
有
。
則
そ
の
み
く
ら
の
古
き
財
を
乞
得
て
帰

り
、
一
ツ
の
聯レ

ン

に
し
、
今
御
府
内
に
楼
川
を
つ
ぐ
宗
匠
な
け
れ
ば
、

江
戸
座
古
き
宗
匠
万
葉
庵
平
砂
二
代
目
年
七
十
有
余
、
赤
ば
ね
の
辺
に

庵
し
け
る
を
行
て
、
此
は
せ
を
く
ら
の
古
き
財
へ
、
古
池
や
蛙
飛
込

の
句
を
題
書
さ
せ
て
、
西
川
蔵
珍
と
す
。

　

又
服
部
氏
言
ひ
け
る
は
、
は
せ
を
翁
伊
賀
よ
り
来
り
し
頃
は
、
此

屋
敷
の
主
人
奈
良
御
奉
行
に
て
江
戸
に
お
は
し
ま
さ
ず
、
明
暦
の
災

に
此
蔵
残
り
て
有
り
し
に
、
此
藩
中
浜
島
当
時
家
老　

浜
島
市
之
進

と
は
せ
を
翁
と
親
類
の
よ
し
み
有
て
、
浜
島
に
た
よ
り
し
に
、
い
ま

だ
普
請
も
出
来
ず
有
け
れ
ば
、
此
土
蔵
の
う
ち
に
は
せ
を
し
ば
ら
く

僑
居
な
せ
し
と
言
。
こ
れ
よ
り
深
川
へ
庵
を
結
ぶ
と
也
。

旭
和
居
士　

当
時
中
坊
長
兵
衛
様
よ
り
四
代
先
讃
岐
守
様

楼
汕
君　

 

今
小
川
町
二
千
石　

森
喜
右
衛
門
様
也　

長
兵
衛
様
大
伯

父
也　

中
坊
よ
り
御
養
子
に
御
入
被
遊
候　

中
坊
御
舎
弟

也

花
入
と
泰
里
の
記
文　

浜
島
氏
よ
り
権
方
へ
も
恵
れ
た
り

中
坊
長
兵
衛
様
御
内　

服
部
仁
左
衛
門
央フ

サ
ト
シ勝　

権
二
三
十
年
之
旧
相

識
也

文
化
六
巳
十
一
月
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
川
権
（
印
）

　
（
中
略
）

右
は
せ
を
く
ら
冊
紙
員
七
葉
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右
の
板
本
は
西
川
権
蔵
書
（
印
）

　
　
　
　

序
と
歌
仙
表
六
句
巻
軸
発
句
弐
句
し
き
う
つ
し
に
し
て
奉
る
。

中
略
の
部
分
に
は
、『
は
せ
を
く
ら
』
の
題
箋
、
序
文
か
ら
歌
仙
の
初

折
表
六
句
ま
で
（『
は
せ
を
く
ら
』
一
オ
～
三
オ
ま
で
）、
そ
し
て
『
は
せ

を
く
ら
』
末
尾
の
発
句
二
句
（『
は
せ
を
く
ら
』
七
ウ
部
分
）
が
、
ほ
ぼ

透
写
の
よ
う
な
形
で
写
さ
れ
て
い
る
。
写
さ
れ
た
題
箋
も
、
現
存
す
る
版

本
の
題
箋
と
酷
似
し
て
お
り
、位
置
も
版
本
と
同
じ
左
上
に
あ
る
（
図
一
・

図
二
）。
ま
た
、
模
写
し
た
題
箋
の
後
を
『
は
せ
を
く
ら
』
に
合
わ
せ
て

一
丁
空
け
て
お
り
、
相
当
正
確
に
、
ま
た
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
模
写
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

図一�　『はせをくら』題箋（大阪市立大
学学術情報センター森文庫�請求番号�
911.2//NAK）

図二　『一話一言』自筆本（内閣文庫�請求番号�特 131-0001）
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と
こ
ろ
で
、『
大
田
南
畝
全
集
』
所
収
の
『
一
話
一
言
』
の
底
本
は
、

内
閣
文
庫
蔵
の
も
の
の
う
ち
、
俗
に
自
筆
本
と
言
わ
れ
る
も
の
（
請
求
番

号 

特131-0001
）
だ
が
、
実
際
に
は
複
数
の
筆
に
よ
る
も
の
で
、
こ
の

項
も
南
畝
の
筆
で
は
な
く
、
西
川
権
の
筆
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
自
筆
本
と
さ
れ
る
内
閣
文
庫
本
を
直
接
確
認
し
た

と
こ
ろ
、
図
二
に
示
し
た
よ
う
に
、「
西
川
権
」
と
あ
る
箇
所
に
捺
さ
れ

て
い
る
印
が
透
写
で
は
な
く
、
実
際
に
朱
印
で
捺
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

た
め
で
あ
る
。
透
写
に
な
っ
て
い
る
『
は
せ
を
く
ら
』
の
模
写
部
分
の
筆

跡
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
れ
以
外
の
部
分
の
筆
跡
も
前
後
の
記
事
と
異
な

る
よ
う
に
見
え
る
。
末
尾
の
「
奉
る
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
も
、
こ
の
部

分
は
南
畝
の
自
筆
で
は
な
く
、
西
川
権
の
筆
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
自
然

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
検
討
す
る
に
は
、
ま
ず
は
西
川
権
に
つ
い
て
明
ら

か
に
し
た
方
が
よ
い
の
で
、
次
の
章
で
検
討
し
た
い
。

　

既
に
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
阿
部
氏
が
要
約
し
、
年
号
に
つ
い
て
も
考

察
し
て
い
る（

4
（

が
、
便
宜
上
改
め
て
要
約
し
て
お
く
。
西
川
権
は
以
前
、
駿

河
台
に
あ
る
中
坊
家
屋
敷
の
中
に
、
芭
蕉
が
仮
寓
し
た
蔵
が
あ
る
と
、
友

人
の
権
田
氏
に
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
は
気
に
も
留
め
な
か
っ

た
が
、文
化
四
年（
一
八
〇
七
）の
十
一
月
に
、浅
草
の
古
本
屋
で
版
本『
は

せ
を
く
ら
』
を
入
手
し
、
見
て
み
る
と
、
権
田
氏
の
言
っ
た
通
り
の
内
容

が
書
か
れ
て
い
た
。
辰
年（
文
化
五
年（
一
八
〇
八
））の
四
月
二
十
七
日
、

用
事
の
つ
い
で
に
中
坊
家
に
立
ち
寄
っ
て
、
旧
知
の
仲
の
服
部
仁
左
衛
門

央
勝
に
芭
蕉
蔵
の
こ
と
を
聞
く
と
、
こ
の
三
月
ご
ろ
か
ら
昔
の
よ
う
に
建

て
替
え
る
た
め
の
修
理
を
し
て
い
る
と
言
う
。
そ
こ
で
芭
蕉
蔵
を
見
て
み

る
と
、
五
間
二
間
ば
か
り
の
大
き
さ
の
蔵
で
あ
っ
た
。
ま
だ
古
材
が
残
っ

て
い
た
の
で
、
も
ら
っ
て
帰
っ
て
飾
り
仕
立
て
に
し
、
楼
川
の
代
わ
り
に
、

万
葉
庵
平
砂
に
「
古
池
や
」
の
句
を
揮
毫
さ
せ
、西
川
権
の
も
の
と
し
た
。

ま
た
、
芭
蕉
蔵
を
訪
れ
た
西
川
権
に
服
部
氏
が
言
う
に
は
、
芭
蕉
が
江

戸
に
来
た
頃
は
、
当
時
の
中
坊
家
の
当
主
は
奈
良
奉
行
と
し
て
赴
任
し
て

い
た
た
め
、
江
戸
に
は
い
な
か
っ
た
。
中
坊
家
家
臣
の
浜
島
市
之
進
と
芭

蕉
は
親
類
で
、
芭
蕉
は
浜
島
氏
を
頼
っ
て
、
明
暦
の
大
火
に
焼
け
残
っ
た

芭
蕉
蔵
に
寓
居
し
、
そ
の
後
深
川
へ
移
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
内
容
の
記
事
の
後
に
、
旭
和
な
ど
、『
は
せ
を
く
ら
』

や
芭
蕉
蔵
に
関
係
す
る
人
物
に
つ
い
て
、
ま
た
、「
花
入
と
泰
里
の
記

文
」
に
つ
い
て
の
補
足
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
文
化
六
年

（
一
八
〇
九
）
に
記
さ
れ
た
。

　

こ
の
記
事
の
要
点
は
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
文
化
年
間
当
時

の
芭
蕉
蔵
の
様
子
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
芭
蕉
蔵
を
訪
ね
た
際
に
西
川

権
が
耳
に
し
た
芭
蕉
蔵
伝
承
で
あ
る
。

　

ま
ず
気
に
な
る
の
は
、
文
化
当
時
の
描
写
中
の
登
場
人
物
の
素
性
、
そ

し
て
人
間
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
気
に
な
る
の
は
、
芭
蕉
と
浜
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島
氏
、
ひ
い
て
は
中
坊
家
の
人
々
に
、
本
当
に
繋
が
り
が
あ
り
得
た
の
か

と
い
う
点
で
あ
る
。
特
に
後
者
は
、
芭
蕉
蔵
が
本
当
に
あ
り
得
た
の
か
と

い
う
議
論
の
中
で
、
避
け
て
通
れ
な
い
疑
問
点
で
あ
る
。

　

次
章
で
は
、
ま
ず
前
者
の
疑
問
点
を
中
心
に
、
当
時
の
状
況
に
つ
い
て

整
理
し
た
い
。

三
．「
は
せ
を
く
ら
」
項
の
事
実
関
係

　

本
章
で
は
、
第
二
章
で
見
た
「
は
せ
を
く
ら
」
項
の
事
実
関
係
に
つ
い

て
、
登
場
人
物
を
中
心
に
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
こ
の
記

事
に
矛
盾
が
な
い
か
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

は
じ
め
に
、「
権
」
も
し
く
は
「
西
川
権
」
は
、
狂
歌
師
紀き

の
つ
か
ぬ

束
を
指
す
。

紀
束
は
各
種
事
典
類
に
項
目
が
な
く
、
伝
記
に
つ
い
て
も
詳
し
く
わ
か
っ

て
い
な
い
が
、
大
妻
女
子
大
学
所
蔵
『
蜀
山
人
自
筆
文
章（

5
（

』
で
は
、
紀
束

を
「
小
石
川
諏
訪
町
、
い
せ
屋
清
左
衛
門
、
後
、
伝
通
院
前
住
」
と
す
る
。

西
川
権
も
し
く
は
紀
束
の
名
は
『
一
話
一
言
』
中
の
他
の
記
事
で
も
見
受

け
ら
れ
、
特
に
巻
二
十
九
（『
大
田
南
畝
全
集
』
に
お
け
る
「
西
川
権
清

左
衛
門
の
話
」
項
）
で
は
、
西
川
権
の
先
祖
が
「
真
木
商
ひ
」
を
生
業
と

す
る
裕
福
な
商
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
西
川
権
本
人
か
ら
聞
い
た
話
と
し

て
掲
載
す
る
。
そ
の
点
と
名
前
か
ら
推
測
す
る
に
、
西
川
権
本
人
も
お
そ

ら
く
商
人
で
あ
ろ
う
。

　

南
畝
と
西
川
権
は
行
き
来
で
き
る
距
離
に
住
ん
で
い
る
し
、『
一
話
一

言
』
で
は
、「
は
せ
を
く
ら
」
項
以
外
の
記
事
の
中
に
も
、
西
川
権
か
ら

物
を
受
け
取
っ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る（

6
（

。
よ
っ
て
、「
は
せ
を
く
ら
」
項

は
西
川
権
が
記
し
た
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
な
お
、
宮
崎
修

多
氏
の
「
杏
枇
雁
信（

7
（

」
に
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
の
も
の
と
推
測
さ

れ
る
、
紀
束
・
枇
杷
磨
宛
南
畝
書
簡
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
書
簡

は
「
は
せ
を
く
ら
」
項
執
筆
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
書
簡
で
あ
り
、
こ
の
時
期

に
南
畝
と
西
川
権
の
間
に
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
と
言
え

る
。続

く
「
権
田
某
」
に
つ
い
て
は
詳
細
不
明
で
あ
る
が
、
同
時
代
の
俳

人
か
つ
権
田
姓
の
人
物
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
竹
二
坊
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
。『
俳
文
学
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
竹
二
坊
（
宝
暦
九
年

（
一
七
五
九
）
～
天
保
六
年
（
一
八
三
五
））
は
伊
賀
国
藤
堂
家
の
侍
医
で
、

俳
諧
で
は
美
濃
派
に
属
し
た
。
後
に
は
、
故
郷
の
武
蔵
国
福
田
村
（
現
埼

玉
県
比
企
郡
滑
川
町
福
田
）
で
俳
諧
の
指
導
に
努
め
た
人
物
で
あ
る
。
竹

二
坊
は
伊
賀
国
や
伊
勢
国
の
生
ま
れ
で
は
な
い
も
の
の
、藤
堂
家
に
仕
え
、

『
芭
蕉
翁
正
伝
集
』
を
記
し
て
お
り
、
芭
蕉
蔵
に
つ
い
て
語
る
に
は
う
っ

て
つ
け
の
人
物
で
あ
る
。『
埼
玉
俳
諧
史
の
人
び
と
』「
五
道
庵
竹
二
坊
／

『
芭
蕉
翁
正
伝マ

マ

』
の
著
者
」
に
よ
る
と
、
江
戸
か
ら
福
田
村
に
帰
っ
た
の
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は
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
の
こ
と
な
の
で（

8
（

、
ま
だ
江
戸
に
い
た
こ
ろ
の

出
来
事
と
し
て
矛
盾
は
生
じ
な
い
。

「
権
田
某
」
が
竹
二
坊
で
あ
る
と
仮
定
し
た
場
合
に
問
題
と
な
る
の
が
、

彼
の
書
い
た
『
芭
蕉
翁
正
伝
集
』
に
芭
蕉
蔵
に
関
す
る
記
述
が
な
い
点
で

あ
る
。
た
だ
し
、『
芭
蕉
翁
正
伝
集
』
の
う
ち
芭
蕉
伝
記
に
関
わ
る
「
蕉

翁
温
故
」
に
つ
い
て
は
、
伊
賀
の
一
舟
に
よ
る
「
桃
青
伝
」
の
焼
き
直
し

で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る（

9
（

。
こ
の
「
桃
青
伝
」
に
芭
蕉
蔵
に
つ
い
て

の
記
述
が
な
い
た
め
、『
芭
蕉
翁
正
伝
集
』
に
も
芭
蕉
蔵
に
つ
い
て
の
記

述
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、『
芭
蕉
翁
正
伝
集
』
に
限
ら
ず
お
お

む
ね
ど
の
伝
記
に
お
い
て
も
共
通
で
あ
る
が
、
江
戸
下
向
か
ら
深
川
隠
棲

ま
で
の
間
の
芭
蕉
の
動
向
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
関
心
が
払
わ
れ
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
、
芭
蕉
蔵
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
お

き
た
い
。
な
お
、「
権
田
某
」
が
語
っ
た
内
容
の
う
ち
、「
元
禄
の
昔
」
の

文
言
は
芭
蕉
下
向
の
時
期
と
し
て
は
明
ら
か
に
誤
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が

「
権
田
某
」
に
よ
る
誤
り
か
、
西
川
権
に
よ
る
誤
り
か
は
不
明
で
あ
る
。

楼
川
の
名
が
出
て
い
る
の
は
、
当
然
な
が
ら
楼
川
が
『
は
せ
を
く
ら
』

に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
人
物
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、記
事
文
中
に
は「
今

御
府
内
に
楼
川
を
つ
ぐ
宗
匠
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
が
、
楼
川
に
は
『
俳
諧

独
稽
古
』（
文
政
十
一
年
跋
）
を
記
し
た
二
世
が
存
在
し
た
。
た
だ
、
こ

の
二
世
楼
川
に
つ
い
て
は
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う

な
記
述
が
あ
る
の
は
、
江
戸
市
中
に
知
ら
れ
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
た
め

か
、
も
し
く
は
、
ま
だ
二
世
を
継
ぐ
以
前
だ
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

　

万
葉
庵
平
砂
は
、『
俳
文
学
大
辞
典
』
で
は
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）

生
ま
れ
、
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
没
の
二
世
が
立
項
さ
れ
て
い
る
が
、

時
代
に
合
わ
な
い
。
当
項
目
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
二
代
目
」
は
、
一
般

に
三
世
平
砂
と
言
わ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
三
世
平
砂
は
、
詳
し
い
経

歴
は
不
明
で
あ
る
が
、
前
号
を
東
宇
と
い
い（

（1
（

、「
は
せ
を
く
ら
」
項
の
記

述
か
ら
、元
文
四
年（
一
七
三
九
）ご
ろ
の
生
ま
れ
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、

文
化
十
一
年（
一
八
一
四
）に
三
世
平
砂
一
周
忌
の
追
悼
句
集
と
し
て『
其

炭
竈
』（
再
賀
編
）
が
出
版
さ
れ
た（

（（
（

こ
と
か
ら
、
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）

に
亡
く
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
楼
川
の
代
わ
り
に
三
世
平
砂
に
聯
の
揮
毫

を
依
頼
し
た
の
は
、
単
に
平
砂
が
老
齢
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は

な
く
、
平
砂
と
楼
川
に
存
義
を
介
し
た
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う（
（1
（

。泰
里
（
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
～
文
政
二
年
（
一
八
一
九
））
は
江

戸
深
川
の
旧
家
の
生
ま
れ
で
、
存
義
に
俳
諧
を
学
び
、
後
に
存
義
二
世
を

名
乗
っ
た
。

　

旭
和
、
楼
汕
に
つ
い
て
は
先
に
書
い
た
通
り
で
あ
る
が
、
中
坊
家
の
家

臣
で
あ
る
服
部
仁
左
衛
門
に
つ
い
て
は
詳
細
不
明
で
あ
る
。
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さ
て
、
西
川
権
が
蔵
の
古
材
を
入
手
し
、
後
か
ら
三
世
平
砂
に
揮
毫
さ

せ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
中
坊
家
の
家
臣
で
あ
る

浜
島
氏
か
ら
花
入
と
泰
里
の
記
文
を
手
に
入
れ
た
こ
と
も
、
記
事
末
尾
に

見
え
る
。

　
『
茗
荷
集
』
に
は
、
こ
の
浜
島
氏
が
浜
島
寸
松
と
い
う
名
で
あ
り
、
古

材
を
使
っ
て
「
風
流
の
器
を
つ
く
り
、
誰
に
か
れ
に
わ
か
ち
あ
た
へ
」
た

こ
と
、
そ
れ
に
泰
里
が
望
ん
で
記
文
を
記
し
た
こ
と
、
ま
た
、
寸
松
の
先

祖
が
津
藩
の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
そ
れ
以
上
の
こ
と

は
現
在
も
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、『
一
話
一
言
』
と
の
間
に
矛
盾
が
な
い

こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
当
時
の
人
々
の
芭
蕉
蔵
周
辺
の
事
情
に
対
す
る

認
識
は
こ
の
通
り
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

こ
の
記
述
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
、
浜
島
一
族
が
元
々
は

津
藩
出
身
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、『
一
話
一
言
』
に
も
『
茗
荷
集
』
に
も
、
明
暦
の
大
火
の
せ
い

で
他
の
建
物
が
な
か
っ
た
た
め
、
芭
蕉
は
芭
蕉
蔵
に
滞
在
し
た
と
あ
る
。

明
暦
の
大
火
は
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
に
起
こ
っ
た
大
火
で
、
芭
蕉
が

江
戸
下
向
し
た
の
は
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
ご
ろ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

二
十
年
近
く
屋
敷
が
直
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
不
審
で
は
あ
る
が
、
中

坊
家
の
当
主
や
主
立
っ
た
家
臣
た
ち
が
江
戸
に
い
な
か
っ
た
と
考
え
る

と
、
あ
り
え
な
い
話
で
は
な
い（

（2
（

。

　

こ
の
ほ
か
、
旭
和
の
説
明
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
当
時
中
坊
長
兵

衛
様
よ
り
四
代
先
讃
岐
守
様
」
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
も
、
芭
蕉
下
向

の
頃
の
中
坊
家
が
ど
う
い
う
状
態
で
あ
っ
た
の
か
知
る
必
要
が
あ
る
。
次

章
で
は
延
宝
期
の
中
坊
家
の
状
況
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

四
．
延
宝
期
の
中
坊
家

　

本
章
で
は
、
中
坊
家
の
系
図
を
基
に
、
延
宝
期
ご
ろ
の
中
坊
家
の
状
況

を
検
討
し
、『
一
話
一
言
』
の
記
述
が
信
用
に
足
る
か
考
え
た
い
。
そ
し

て
さ
ら
に
、
中
坊
家
の
親
類
関
係
を
踏
ま
え
、
芭
蕉
と
中
坊
家
の
繋
が
り

に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

中
坊
家
は
藤
原
家
（
菅
原
家
と
も
）
の
支
流
で
、
古
く
か
ら
奈
良
に
所

縁
が
あ
っ
た
。
中
坊
家
の
中
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
慶
長
十
三

年
（
一
六
〇
八
）
に
起
こ
っ
た
筒
井
騒
動
で
筒
井
氏
を
改
易
に
追
い
や
っ

た
、
中
坊
秀
祐
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
騒
動
に
よ
っ
て
伊
賀
上
野
藩
は

廃
藩
と
な
り
、
伊
賀
上
野
は
藤
堂
家
が
治
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
点

か
ら
考
え
る
と
、
中
坊
家
と
藤
堂
家
に
は
元
々
因
縁
が
あ
っ
た
と
見
る
こ

と
も
で
き
る
。

　

前
章
で
中
坊
家
の
当
主
が
奈
良
奉
行
と
し
て
奈
良
に
赴
任
し
て
い
た
こ

と
を
述
べ
た
が
、中
坊
家
で
は
数
人
の
奈
良
奉
行
が
輩
出
し
て
い
る
。『
奈
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良
市
史　

通
史
三
』
に
よ
れ
ば
、中
坊
秀
政
が
慶
長
十
八
年
（
一
六
一
三
）

～
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）、
そ
の
跡
継
ぎ
の
中
坊
時
祐
（
長
兵
衛
）

が
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
～
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）、
そ
し
て
時

代
が
下
る
が
、
中
坊
秀
広
（
長
左
衛
門
）
が
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
～

享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
の
間
、
奈
良
奉
行
と
し
て
現
地
に
派
遣
さ
れ
て

い
る（

（1
（

（
図
三
）。

　

こ
こ
で
、『
一
話
一
言
』「
は
せ
を
く
ら
」
項
と
の
間
に
重
大
な
矛
盾
が

生
じ
る
。
芭
蕉
が
江
戸
に
向
か
っ
た
の
は
、
ど
ん
な
に
早
く
見
積
も
っ
て

も
寛
文
三
年
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
中
坊
家
に
つ
い
て
は
『
寛
政

重
修
諸
家
譜（

（1
（

』
や
『
藤
原
氏
奈
良
家
系（

（1
（

』
に
系
図
が
記
さ
れ
て
お
り
、
各

当
主
の
大
ま
か
な
年
譜
も
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
確
認
し

て
も
、
や
は
り
奈
良
奉
行
と
し
て
現
地
に
赴
任
し
た
の
は
秀
政
・
時
祐
・

秀
広
の
三
人
の
み
で
あ
り
、
赴
任
時
期
も
『
奈
良
市
史
』
と
ほ
ぼ
一
致
し

て
い
る
。

　

た
だ
、
も
う
少
し
詳
細
に
見
て
い
く
と
、
延
宝
期
の
中
坊
家
の
状
況
は

な
か
な
か
複
雑
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』

と
『
藤
原
氏
奈
良
家
系
』
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
、
時
祐
は
天
正
十
八
年

（
一
五
九
〇
）
に
大
和
国
で
生
ま
れ
、
職
務
で
江
戸
、
肥
前
国
、
京
な
ど

を
め
ぐ
っ
た
後
、
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
に
奈
良
奉
行
兼
大
和
・
近

江
の
代
官
、
慶
安
五
年
（
一
六
五
二
）
に
従
五
位
下
美
作
守
と
な
っ
た
。

寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）（『
藤
原
氏
奈
良
家
系
』
で
は
寛
文
四
年
と
す
る
）

に
辞
職
、
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
に
「
致
仕
」
と
あ
る
。

こ
こ
で
の
「
致
仕
」
は
職
を
辞
め
る
と
い
う
本
来
の
意
味
で
は
な
く
、

出
家
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
は

「
致
仕
号
宗
空
」、『
藤
原
氏
奈
良
家
系
』
に
は
「
隠
居
剃
髪
仕
宗
空
与
相

改
」
と
あ
る
。
出
家
後
は
江
戸
へ
帰
っ
た
が
、駿
河
台
の
屋
敷
で
は
な
く
、

小
名
木
川
通
に
あ
っ
た
下
屋
敷
に
住
み
、
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に

八
十
八
歳
で
亡
く
な
っ
た
。

　

時
祐
の
跡
を
継
い
だ
秀
時
（
父
と
同
じ
く
長
兵
衛
の
名
も
あ
る
）
は
、

時
祐
の
実
子
で
は
な
く
、
湯
浅
右
近
直
治
の
息
子
で
あ
る
。
秀
時
は
寛
永

五
年
（
一
六
二
八
）
に
、
江
戸
で
も
奈
良
で
も
な
く
、
伊
勢
国
で
生
ま
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
湯
浅
直
治
が
藤
堂
家
の
家
臣
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ

図三　延宝期前後の中坊家
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う
。
将
軍
家
綱
に
初
め
て
謁
見
し
た
の
は
、
養
父
時
祐
が
美
作
守
に
な
っ

た
の
と
同
年
で
あ
る
慶
安
五
年
（
一
六
五
二
）
で
あ
り
、
そ
の
後
部
屋
住

小
姓
を
経
て
、
時
祐
の
跡
を
継
い
で
い
る
。
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
か

ら
本
所
奉
行
を
勤
め
て
い
た
が
（『
藤
原
氏
奈
良
家
系
』
に
は
こ
の
記
述

は
な
い
）、
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
以
降
使
番
と
な
り
、
江
戸
を
離
れ

て
い
る
。

　

先
に
見
た
通
り
、『
一
話
一
言
』
で
は
旭
和
に
つ
い
て
、「
当
時
中
坊
長

兵
衛
様
よ
り
四
代
先
讃
岐
守
様
」
と
書
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
芭
蕉
が

滞
在
し
た
際
の
中
坊
家
の
当
主
が
、
旭
和
か
ら
見
て
四
代
前
の
中
坊
長
兵

衛
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。旭
和
こ
と
中
坊
秀
亨
か
ら
見
て
四
代
前
は
、

中
坊
秀
時
に
あ
た
る
。
秀
時
の
父
で
あ
り
、
同
じ
く
長
兵
衛
の
名
を
持
つ

時
祐
も
存
命
中
で
あ
る
が
、「
四
代
先
」
と
い
う
表
現
と
、
こ
の
時
は
既

に
代
替
わ
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
芭
蕉
下
向
の
折
の
当
主
は
秀

時
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

秀
時
は
奈
良
奉
行
で
は
な
い
。
芭
蕉
下
向
の
頃
は
本
所
奉
行
を
勤
め
て

い
た
が
、
数
年
後
に
は
江
戸
を
出
立
し
、
そ
の
後
長
く
戻
っ
て
来
な
か
っ

た
。
父
で
あ
る
時
祐
は
奈
良
奉
行
を
長
年
勤
め
、
さ
ら
に
、
こ
の
時
駿
河

台
に
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
と
、
二
人
と
も
名
を
長
兵
衛
と

も
い
っ
た
こ
と
が
絡
ま
り
合
っ
て
、「
芭
蕉
下
向
時
に
は
、
当
主
は
奈
良

奉
行
と
し
て
赴
任
し
、
不
在
で
あ
っ
た
」
と
い
う
言
説
が
生
み
出
さ
れ
た

の
で
は
な
い
か
。
も
し
く
は
、『
藤
原
氏
奈
良
家
系
』
の
記
述
を
信
じ
る

な
ら
ば
、
本
所
奉
行
に
は
な
ら
ず
、
部
屋
住
小
姓
か
ら
い
き
な
り
使
番
と

な
っ
た
た
め
に
、
駿
河
台
に
住
ん
で
い
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
公
の
記
録
を
読
み
あ
さ
っ
て
書
か
れ
た
と
も
思
わ

れ
な
い
『
一
話
一
言
』
に
、
当
世
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
芭
蕉
の
頃
の

情
報
ま
で
、か
な
り
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。

直
接
芭
蕉
蔵
を
訪
れ
て
、
中
坊
家
の
関
係
者
に
尋
ね
た
か
ら
こ
そ
、
こ
こ

ま
で
詳
細
な
事
項
を
記
せ
た
と
言
え
よ
う（

（1
（

。

　

さ
て
、
先
に
見
た
通
り
、
秀
時
の
実
父
は
藤
堂
大
学
頭
（
高
次
）
家
臣

湯
浅
直
治
で
あ
る
。
湯
浅
直
治
は
、
元
豊
臣
秀
頼
の
家
臣
で
、
元
和
三
年

（
一
六
一
七
）、
藤
堂
高
虎
に
招
か
れ
、
三
千
石
を
与
え
ら
れ
た
。
侍
組

三
十
騎
を
預
か
る
士
大
将
に
も
な
っ
た
人
物
で
、寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）

に
亡
く
な
っ
た（

（1
（

。
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
藤
堂
家
の
中
で
も
か
な
り
重

視
さ
れ
た
家
臣
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。

　

元
々
、
秀
時
の
祖
父
で
あ
る
中
坊
秀
政
は
、
自
分
の
娘
（
時
祐
の
姉
妹
）

を
湯
浅
直
治
に
嫁
が
せ
て
い
た
。
こ
の
二
人
の
間
に
生
ま
れ
た
の
が
秀
時

で
あ
る
。
ま
た
、
秀
政
の
妻
の
父
で
あ
る
多
羅
尾
光み

つ
も
と太

の
、
弟
光
時
、
息

子
光
尚
は
藤
堂
和
泉
守
（
高
虎
）
の
家
臣
と
な
っ
て
い
る（

11
（

。
中
坊
家
と
湯

浅
家
、
さ
ら
に
は
藤
堂
家
と
の
つ
な
が
り
は
、
延
宝
期
よ
り
遙
か
以
前
か
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ら
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
複
数
の
史
料（

1（
（

を
ひ
も
と
く
と
、
湯
浅
家
に
関
し
て
、
も
う
一

つ
注
意
す
べ
き
点
が
浮
か
び
上
が
る
。湯
浅
直
治
の
息
子
で
あ
る
直
卿
が
、

藤
堂
新
七
郎
良
精
の
娘
を
妻
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
良
精
の
娘

は
、
芭
蕉
が
仕
え
た
良
忠
（
蝉
吟
）
の
姉
で
あ
る
。
ま
た
、
直
卿
の
娘
で

あ
る
万
は
、
伯
父
で
あ
る
中
坊
秀
時
の
養
子
と
な
っ
て
い
る
。
中
坊
家
は

湯
浅
家
を
通
じ
て
、
藤
堂
新
七
郎
家
と
も
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
に
な
る

（
図
四
）。

　

中
坊
家
と
つ
な
が
り
の
あ
る
他
の
藤
堂
家
家
臣
と
し
て
は
、
井
上
重
右

衛
門
が
挙
げ
ら
れ
る
。
図
三
・
図
四
に
も
示
し
た
通
り
、
秀
時
の
跡
を
継

い
だ
秀
広
は
秀
時
の
実
子
で
は
な
く
、
藤
堂
大
学
頭
家
臣
井
上
重
右
衛
門

と
湯
浅
直
治
の
娘
の
子
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
秀
時
は
自
身
の
甥
を
養
子
に

迎
え
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
こ
こ
で
の
大
学
頭
は
、
先
に
挙
げ
た
、
湯

浅
直
治
が
仕
え
た
高
次
（
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
に
亡
く
な
っ
て
い
る
）

で
は
な
く
、
高
次
の
孫
で
大
学
頭
で
あ
る
、
高た

か
ち
か陸

で
あ
ろ
う
。

井
上
重
右
衛
門
に
つ
い
て
は
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、

藤
堂
高
虎
に
仕
え
た
同
名
の
家
臣
が
い
た
。
高
虎
に
仕
え
た
井
上
重
右
衛

門
は
井
上
豊
一
と
も
い
い
、
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
か
ら
藤
堂
家
に

仕
え
、千
石
を
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
重
右
衛
門
は
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）

に
亡
く
な
っ
た（

11
（

の
で
、
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
生
ま
れ
の
秀
広
の
父
に

は
な
り
得
な
い
。
重
右
衛
門
の
息
子
が
同
じ
名
を
名
乗
り
、
跡
を
継
い
だ

の
で
は
な
い
か
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
秀
政
・

時
祐
・
秀
時
・
秀
広
の
四
代
に
渡
っ
て
、

中
坊
家
と
藤
堂
家
は
近
し
い
関
係
に
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
中
坊
家
の
家
臣
で
あ
る

浜
島
氏
に
つ
い
て
は
さ
す
が
に
史
料
に
は

掲
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
確
実
と
は
言

え
な
い
が
、
浜
島
氏
も
ま
た
元
藤
堂
家
家

臣
で
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い（

11
（

。

　

周
知
の
通
り
、
芭
蕉
も
元
は
藤
堂
家
に

図四　中坊家・藤堂家関係系図
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仕
え
て
い
た
。
も
し
浜
島
氏
も
藤
堂
家
に
仕
え
て
い
た
と
し
た
ら
、
浜
島

氏
と
芭
蕉
が
親
類
関
係
で
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
く
、
そ
う
で
な
く
と
も

何
ら
か
の
形
で
知
り
合
っ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。

　

以
上
、
阿
部
氏
が
行
わ
な
か
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
史
料
と
の
整

合
性
の
視
点
か
ら
芭
蕉
蔵
伝
承
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
最
後
に
、
も
う

一
つ
紹
介
し
て
お
き
た
い
史
料
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
坊
家
の
屋
敷
の
絵

図
面
で
あ
る
。

　

中
坊
家
の
屋
敷
跡
は
、ち
ょ
う
ど
現
在
の
明
治
大
学
の
構
内
に
あ
た
り
、

一
九
九
五
年
～
一
九
九
六
年
に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
調
査
結
果

を
紹
介
す
る
『
江
戸
駿
河
台
の
旗
本
屋
敷
跡（

12
（

』
の
中
に
、
元
禄
期
の
中
坊

家
屋
敷
の
絵
図
面
で
あ
る
、「
中
坊
文
書　

旗
本
中
坊
氏
屋
敷
絵
図
」（
お

茶
の
水
図
書
館
成
簣
堂
文
庫
蔵
）
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
図
面
の

中
に
は
「
塗
貫マ

マ　

弐
間
五
間
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、『
一
話
一
言
』
中

の
「
長
サ
五
間
二
間
斗
の
あ
し
た
か
蔵
」
と
い
う
芭
蕉
蔵
の
描
写
と
完
全

に
一
致
す
る
。こ
の
絵
図
面
を
西
川
権
が
見
ら
れ
た
と
は
思
え
な
い
の
で
、

や
は
り
芭
蕉
蔵
に
該
当
す
る
蔵
は
実
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
芭
蕉
蔵
は
「
む
ま
見
所
に
隣
る
塗
込
」
で
あ
る
と
、
当
の
中
坊

家
の
人
間
で
あ
る
楼
汕
が
刊
行
し
た
『
は
せ
を
く
ら
』
に
は
書
か
れ
て
い

た
。
絵
図
面
で
は
馬
屋
が
少
し
離
れ
た
位
置
に
あ
り
、『
は
せ
を
く
ら
』

の
文
章
と
一
見
矛
盾
す
る
が
、
こ
れ
も
芭
蕉
下
向
当
時
は
ま
だ
屋
敷
の
体

を
な
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
馬
が
す
ぐ
近
く
に
い
る
よ
う
な
蔵
で

寝
泊
ま
り
し
て
い
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
芭
蕉
が
去
っ

た
後
、
元
禄
期
ま
で
に
、
中
坊
家
の
屋
敷
は
整
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

五
．
お
わ
り
に

　

芭
蕉
蔵
伝
承
を
一
度
で
検
討
し
尽
く
す
の
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
少
な

く
と
も
『
一
話
一
言
』
に
書
か
れ
て
い
た
内
容
は
日
本
史
史
料
か
ら
読
み

取
れ
る
内
容
と
ほ
ぼ
合
致
し
、
ま
た
『
茗
荷
集
』
な
ど
の
内
容
と
も
整
合

性
が
取
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。『
一
話
一
言
』
の
記
事
は
『
茗
荷
集
』

よ
り
前
に
書
か
れ
て
い
る
し
、『
一
話
一
言
』は
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

『
茗
荷
集
』が『
一
話
一
言
』を
参
考
に
し
た
と
も
考
え
に
く
い
。
よ
っ
て
、

こ
れ
ら
二
つ
の
芭
蕉
蔵
伝
承
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
時
の
伝
承
を
ま
と
め
た
も

の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
南
畝
が
『
は
せ
を
く
ら
』
を
写
さ
せ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん

芭
蕉
に
興
味
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
理
由
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
南
畝
自

身
が
中
坊
家
屋
敷
の
あ
る
駿
河
台
に
住
ん
で
い
た（

11
（

か
ら
と
い
う
理
由
の
方

が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
南
畝
や
西
川
権
、
も
し
く
は
同
様

に
芭
蕉
蔵
伝
承
に
興
味
を
持
っ
た
人
々
が
得
た
、
芭
蕉
蔵
に
つ
い
て
の
情
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報
が
、
他
の
諸
々
の
情
報
と
矛
盾
し
な
か
っ
た
た
め
、
一
定
の
説
得
力
を

持
っ
た
伝
承
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
芭
蕉
蔵
伝
承
の
嚆
矢

と
な
っ
た
『
は
せ
を
く
ら
』
は
発
行
部
数
が
少
な
く
、ま
た
『
一
話
一
言
』

『
茗
荷
集
』
等
に
見
え
る
芭
蕉
蔵
伝
承
は
、
書
か
れ
た
時
代
が
遅
す
ぎ
て

（『
一
話
一
言
』
は
刊
行
す
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
所
為
も
あ
る
だ
ろ
う
）、

有
象
無
象
の
伝
承
に
紛
れ
て
し
ま
い
、
さ
ほ
ど
定
着
し
な
か
っ
た
。
芭
蕉

が
亡
く
な
っ
て
か
ら
百
年
近
く
経
っ
た
『
は
せ
を
く
ら
』
刊
行
時
に
、
唐

突
に
登
場
し
た
伝
承
で
あ
る
こ
と
も
、定
着
し
な
か
っ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
最
後
に
も
う
一
つ
考
え
て
お
き
た
い
の
が
、
芭
蕉
蔵
伝
承
が
、

『
は
せ
を
く
ら
』
刊
行
を
期
に
、
唐
突
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
興
期
の
蕉
風
復
興
の
気
運
の
中
で
、
俳
人
だ
け
で

は
な
く
、
俳
諧
に
さ
ほ
ど
力
を
入
れ
て
い
な
い
大
名
や
旗
本
た
ち
が
、
芭

蕉
顕
彰
運
動
に
参
加
し
た
事
例
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う

か
。
例
え
ば
、
後
の
時
代
の
例
に
な
る
が
、
先
に
挙
げ
た
竹
二
坊
の
『
芭

蕉
翁
正
伝
集
』
を
、
芭
蕉
が
仕
え
た
藤
堂
新
七
郎
家
の
寛
政
当
時
の
当
主

青
吟
が
、
直
々
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た（

11
（

こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
藩
や

旗
本
家
が
芭
蕉
顕
彰
を
行
う
時
代
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
た
め
に
、
中
坊
家

も
一
見
追
悼
句
集
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
『
は
せ
を
く
ら
』
を
刊
行
し
、

自
身
の
屋
敷
に
芭
蕉
が
住
ん
だ
こ
と
を
公
表
し
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
、
中
興
期
の
芭
蕉
顕
彰
の
実
態
や
芭
蕉
伝
記
の
受
け
止
め
ら
れ
方

に
つ
い
て
は
、
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
ま
だ
多
く
残
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

〔
注
〕

（
1
）　

大
阪
俳
文
学
研
究
会 『
俳
文
学
報
』
第
五
十
一
号 2017

（
2
）　

明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所 

『
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要

　

第
三
号　

日
本
文
学
研
究
』1955

（
3
）　
『
大
田
南
畝
全
集
』
第
十
四
巻
所
収
（『
一
話
一
言
』
巻
三
十
一
）。

な
お
、「
は
せ
を
く
ら
」
と
い
う
題
は
同
全
集
に
よ
る
も
の
で
、
底
本

に
は
な
い
。

（
4
）　

阿
部
氏
前
掲
論
文
（
注
２
） p.52-53

（
5
）　

石
川
了
『
江
戸
狂
歌
壇
史
の
研
究
』（
汲
古
書
院 2011

）
第
二
節

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
紀
束
に
つ
い
て
は182

ペ
ー
ジ
に
掲
出
。
石
川

氏
に
よ
れ
ば
、
当
該
箇
所
に
つ
い
て
は
南
畝
以
外
の
人
物
の
手
が
入
っ

て
い
る
可
能
性
が
高
く
、
信
憑
性
に
欠
け
る
部
分
が
あ
る
と
の
こ
と
だ

が
、『
江
戸
方
角
分
』（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に

て
確
認
。
請
求
番
号 

本
別18-20

）
で
も
「
紀
束　

号
佩
觿
堂　

諏
訪

町
後
ニ
伝
通
院
前　

西
川
清
左
衛
門　

野
名
伊
勢
屋
清
左
衛
門
」（
コ

マ
番
号
55
）
と
あ
る
た
め
、
紀
束
に
つ
い
て
の
記
述
は
正
し
い
と
見
て

よ
い
だ
ろ
う
。
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（
6
）　

例
え
ば
『
一
話
一
言
』「
長
寿
御
褒
美
」
項
（『
大
田
南
畝
全
集
』

第
十
六
巻
）
に
、
西
川
権
が
、
一
〇
八
歳
の
長
寿
の
老
人
に
揮
毫
し
て

も
ら
っ
た
「
寿
」
の
文
字
を
、
南
畝
に
贈
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

記
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）　

成
城
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
『
成
城
國
文
學
論
集
』
第
三
十
九

号2017

（
8
）　

小
林
甲
子
男 

さ
き
た
ま
出
版
会 1991 p.199

（
9
）　

今
栄
蔵
『
芭
蕉
伝
記
の
諸
問
題
』（
新
典
社
研
究
叢
書
52 

新
典
社 

1992

）
第
一
章
参
照
。

（
10
）　

加
藤
定
彦
・
外
村
展
子
編
『
関
東
俳
諧
叢
書
』
第
三
十
二
巻 

索

引p.121

（
11
）　
『
関
東
俳
諧
叢
書
』
第
三
十
二
巻 p.111

（
12
）　

例
え
ば
、
存
義
追
悼
集
『
か
れ
野
』（『
関
東
俳
諧
叢
書
』
第

二
十
一
巻
所
収
）
で
は
、
楼
川
だ
け
で
な
く
、「
葬
に
会
し
て
」
と
し

て
東
宇
も
追
悼
句
を
寄
せ
て
い
る
。

（
13
）　
『
茗
荷
集
』（
宇
橋
編
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
刊
）「
芭
蕉
庫
」

項
は
既
に
阿
部
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
注
2 p.56

）
が
、

参
考
に
な
る
記
述
も
多
い
の
で
、
以
下
に
引
用
す
る
。
な
お
、
影
印
は

早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
確
認
し
た
（
請
求
番
号 

文
庫
18 00804

）。

　
　

駿
河
台
中
坊
家
に
あ
り
。
抑
此
文
庫
は
往
昔
慶
長
五
年
は
じ
め
て
い

と
な
み
給
ふ
と
ぞ
。
そ
れ
よ
り
四
十
五
年
の
春
秋
を
歴
て
、
明
暦
三
丁

酉
の
災
に
門
舎
閨
房
こ
と
〴
〵
く
烏
有
と
な
り
け
れ
ど
、
此
庫
ば
か
り

幸
に
ま
ぬ
が
れ
た
り
。
家
君
は
公
事
あ
り
て
久
し
く
南
都
に
と
ゞ
ま
り

給
へ
ば
、
老
臣
浜
島
氏
の
み
、
こ
の
文
庫
に
草
庇
さ
し
出
し
て
、
ひ
と

り
焼
野
の
野
守
と
過
ご
し
ぬ
。
こ
れ
も
亦
二
十
五
ヶ
年
ば
か
り
と
ぞ
。

そ
の
こ
ろ
に
や
、
芭
蕉
翁
伊
賀
の
く
に
よ
り
来
つ
て
、
こ
ゝ
に
草
鞋
を

と
く
。
是
わ
が
翁
こ
の
都
に
風
雅
を
の
こ
し
給
ふ
勝
縁
の
は
じ
め
な
り

と
ぞ
。
さ
て
此
浜
島
氏
も
、
も
と
伊
勢
の
く
に
安
の
津
の
藩
よ
り
出
た

れ
ば
、
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
ち
な
み
の
ひ
く
と
こ
ろ
に
し
て
、
終
に
此
文

庫
を
し
ば
ら
く
の
寝
所
と
し
給
ひ
た
る
を
、
か
の
杉
風
が
な
さ
け
あ
つ

く
し
て
、
深
川
の
閑
地
に
む
か
へ
ら
れ
た
ま
ひ
し
と
ぞ
。
か
く
て
一
百

余
歳
の
後
、
文
化
己
巳
浜
氏
の
孫
寸
松
君
命
を
か
う
ぶ
り
、
此
ぬ
り
ご

め
を
お
ぎ
な
ひ
け
る
が
、
し
き
り
に
い
に
し
へ
を
し
た
ふ
こ
ゝ
ろ
お
こ

り
て
、
や
が
て
こ
ま
え
の
古
竹
を
ひ
ろ
ひ
、
風
流
の
器
を
つ
く
り
、
誰

に
か
れ
に
わ
か
ち
あ
た
へ
し
を
、
他
の
く
に
ゝ
て
古
き
家
を
こ
ぼ
ち
、

聖
の
史
を
得
て
し
た
め
し
に
た
ぐ
へ
て
、
弁
阿
坊
希
う
て
是
を
称
せ
し

よ
し
、
ば
せ
を
庫
と
銘
し
た
る
花
入
の
記
に
み
え
た
り
。

　
（
以
下
、
成
美
ら
の
橘
の
句
が
掲
載
さ
れ
る
が
省
略
）

　
　

な
お
、
芭
蕉
蔵
に
あ
っ
た
破
笠
作
の
芭
蕉
像
を
、
泰
里
が
多
田
薬
師
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に
安
置
し
た
こ
と
を
、
阿
部
氏
は
示
唆
し
て
い
る
（p.57

）
が
、
こ
の

像
が
ど
う
な
っ
た
か
は
現
在
不
明
で
あ
り
、
ま
た
、
本
当
に
芭
蕉
蔵
に

破
笠
作
の
像
が
あ
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。

（
14
）　

事
実
、
先
に
挙
げ
た
『
茗
荷
集
』
に
は
、「
家
君
は
公
事
あ
り
て

久
し
く
南
都
に
と
ゞ
ま
り
給
へ
ば
、
老
臣
浜
島
氏
の
み
、
こ
の
文
庫
に

草
庇
さ
し
出
し
て
、
ひ
と
り
焼
野
の
野
守
と
過
ご
し
ぬ
」
と
あ
っ
た
。

（
15
）　

奈
良
市
史
編
集
審
議
会 
吉
川
弘
文
館 1988 

付
表
1
参
照
。

（
16
）　
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』は『
新
訂　

寛
政
重
修
諸
家
譜
』（
高
柳
光
寿
・

岡
山
泰
四
・
斎
木
一
馬
編
（
編
集
顧
問
） 
続
群
書
類
従
完
成
会
）
を
使

用
し
た
。
中
坊
家
の
系
図
は
巻
十
六p.202-205
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
17
）　

国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
に
て
確
認
。
請
求
番
号

157-0084

（
18
）　
『
一
話
一
言
』
よ
り
さ
ら
に
後
の
例
に
な
る
が
、
弘
化
三
年

（
一
八
四
六
）
～
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
に
奈
良
奉
行
を
務
め
た
川

路
聖
謨
は
、
そ
れ
ま
で
の
奈
良
奉
行
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
知
識
が
な

か
っ
た
た
め
、中
坊
家
に
つ
い
て
調
べ
た
と
い
う
。
彼
の
記
録
し
た『
寧

府
紀
事
』
に
は
「
中
坊
之
三
代
目
之
中
坊
美
作
守
と
い
ふ
は
（
中
略
）

父
の
こ
と
く
奈
良
奉
行
と
は
な
り
し
也
。
こ
の
人
延
宝
の
こ
ろ
ま
で
居

た
れ
ば
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
平
山
敏
治
郎
「
遠
国
奉
行
の
勤
め
方
ほ

か
―
『
寧
府
記マ

マ

事
』
抄
」（
橿
原
考
古
学
研
究
所
編
『
橿
原
考
古
学
研

究
所
論
集
』 

第
十
四 

八
木
書
店 2003

））。
公
式
の
文
書
を
容
易
に
見

ら
れ
る
立
場
で
あ
っ
た
人
物
で
さ
え
も
、
時
祐
が
延
宝
頃
ま
で
奈
良
奉

行
と
し
て
奈
良
に
い
た
と
誤
解
し
て
い
る
こ
と
は
念
頭
に
置
い
て
お
き

た
い
。

（
19
）　

佐
伯
朗
『［
増
補
］
藤
堂
高
虎
家
臣
辞
典　

附　

分
限
帳
等
』 

2013 p.72-73

（
20
）　

多
羅
尾
氏
の
系
図
は
、
前
掲
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』（
注
16
）
巻

十
五p.122-124

に
よ
り
確
認
し
た
。

（
21
）　

中
村
勝
利
編
『
藤
堂
藩
（
津
・
久
居
）
功
臣
録
・
分
限
録
』（
三

重
県
郷
土
資
料
叢
書
第
86
集
）
中
に
、
湯
浅
右
近
（
直
治
）
の
子
と
し

て
湯
浅
右
近
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
同
名
の
息
子
が
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
二
代
目
右
近
は
、
年
次
か
ら
考
え
て
「
梅
原
家
系
図
（
甲
）」

（
平
山
敏
治
郎
校
訂
『
大
和
国
無
足
人
日
記
下
巻
』（
清
文
堂
史
料
叢
書

第
22
刊マ

マ

））
中
の
、
藤
堂
良
精
の
娘
婿
、
湯
浅
右
近
直
卿
で
あ
ろ
う
。

（
22
）　

前
掲
『［
増
補
］
藤
堂
高
虎
家
臣
辞
典　

附　

分
限
帳
等
』（
注

19
）　p.13

（
23
）　

中
坊
家
の
家
臣
で
あ
る
浜
島
市
之
進
に
つ
い
て
は
詳
細
不
明
で
あ

る
。阿
部
氏
は
元
禄
七
年
六
月
三
日
付
猪
兵
衛
宛
書
簡
に
登
場
す
る「
市

之
進
殿
」
が
こ
の
浜
島
市
之
進
で
は
な
い
か
と
す
る
（
前
掲
論
文
（
注

2
）p.58
）
が
、
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
現
在
も
詳
細
不
明
で
あ
る
。
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（
24
）　

明
治
大
学
記
念
館
前
遺
跡
調
査
団 1998

（
25
）　

前
掲
『
江
戸
方
角
分
』（
注
5
）「
駿
河
台
」
の
部
に
南
畝
（
蜀
山
）

の
名
が
見
え
る
（
コ
マ
番
号
59
）。

（
26
）　

前
掲
『
芭
蕉
伝
記
の
諸
問
題
』（
注
9
） p.257

本
稿
は
、
大
阪
俳
文
学
研
究
会
平
成
二
十
七
年
十
月
例
会
に
お
け
る
口

頭
発
表
、「
版
本
『
は
せ
を
く
ら
』
に
見
る
中
興
期
の
芭
蕉
受
容
」
を
基

に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
で
種
々
ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
皆
様
に
感
謝

の
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
貴
重
な
書
物
の
閲
覧
な
ら
び
に
画
像
掲
載
を
許
可
し
て
く
だ

さ
っ
た
、
大
阪
市
立
大
学
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
、
国
立
公
文
書
館
に
厚
く

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

中
坊
家
と
藤
堂
家
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
佐
伯
朗
氏
に
有
益
な
ご
助
言

を
多
数
い
た
だ
い
た
。
改
め
て
感
謝
の
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。

 
 （

み
は
ら  

な
お
こ
／
本
学
大
学
院
生
）


